
1 火 ６年修学旅行 16 水
参観（１・２・４年、５校時）
学級懇談会（６校時）　遊ぼう会

2 水 　　３年阪神タイガース出前授業 17 木
参観（３・５・６年、５校時）
学級懇談会（６校時）　遊ぼう会

3 木 ６年修学旅行代休日 18 金
平和報告集会（１校時）
１～４年 給食後下校（※就学時健診のため）

4 金 １年校外学習 19 土

5 土 20 日

6 日 21 月

クラブ活動（３年クラブ見学）
６年アルバム・クラブ写真撮影
秋の読書月間(～11/22)

あいさつ運動(～25金)

7 月 児童朝会 22 火

8 火 ２年校外学習 23 水

9 水 おはなし会　　遊ぼう会 24 木
１～５年清掃後下校
　（※６年授業研究のため）

ALT（４－１・４、６－２・３）

10 木
ALT（３－１・３、６－２・３）
給食後下校、放課後開放なし
（※職員研修のため）

25 金
６年サイバー犯罪対策講座（３校時）
６年 ５校時後下校（24日分振替）

ALT（４－２・３、５年、６－１）

11 金
音読集会　代表委員会   ほめほめデー
ALT（３－２、４－２、５年、６－１）

26 土

12 土 27 日

13 日 28 月 おはなし会

14 月 29 火 ３年環境体験学習

14 火
市内一斉防犯下校
防犯ブザー点検

30 水

31 木 たてわり活動（５校時）

１１月の予定

27日(水)３年校外学習〔予備日：29金〕　　　29日(金)音読集会

８日(金)５年清掃後下校　　　11日(月)自然学校（～15金）　　　18日(月)児童朝会

19日(火)市内一斉防犯下校・防犯ブザー点検　　

23日(土)音楽会保護者鑑賞日〔警報時予備日：27水〕

25日(月)音楽会代休日　　　26日(火)４年合同音楽会　　

 宝塚市立西山小学校 学校だより 

 

 

 

 

 

「見えないものこそ見る努力を」 

西山小学校 校長 今北 眞奈美 

 お彼岸を過ぎてもまだまだ残暑が厳しい毎日が続いていますが、朝夕は少し暑さも和らいでき

ました。保護者の皆様のご支援、ご協力のお蔭で子どもたちは２学期も落ち着いた学校生活を送

っています。深く感謝申し上げます。 

過日実施しましたオープンスクール、人権・同和参観、校区人権講演会には、多くの地域、保

護者のみなさまにお忙しいところご出席をいただきほんとうにありがとうございます。子どもた

ちが楽しみにしている音楽会につきましても、ぜひご家族でご覧いただければと思っています。 

このたび、一万円札のデザインが福沢諭吉氏から渋沢栄一氏へと新しくなりました。世の中は

キャッシュレス時代。スマホで決済やクレジットカード、二次元バーコードでの支払い、銀行口

座からの引き落としなど、現金を使うことが減りました。キャッシュレスの良さもありますが、

そんな「見えないお金の動きこそ、見る努力」を子どもたちにはしてほしいと願っています。 

塾や習い事のお月謝、子どもたちが持たせてもらっているスマホ代、月々の使用料は保護者の

皆様が支払っています。今、兵庫県の最低賃金（改正後）は時間額1,052円です。１時間一生懸

命働いて得るお金の価値とその一方でお金を使うことのたやすさを、お金の重みを実感すること

が難しい時代だからこそ、子どもたちには感じてほしいと思います。 

「見えないものこそ見る努力をする」ことはこれからの困難な時代を乗り切るためにも大切な

ことです。人を見た目で判断するのではなく、その人の心持ちや志などを見極めることが必要で

す。外見に惑わされると大切なことを見失うので、しっかりと人を見る目を養ってほしいと思い

ます。それには困っているお友だちを助けてあげるなど、日頃からやさしい行いを積むことです。 

その心がけと行動で、自分が困っているときにかならず助けてもらえます。味方になってもら

えます。まわりに自分の味方を増やすことで、困難に直面しても乗り切ることができます。信頼

できる仲間をつくることができます。きっと子どもたちはそんな経験を経て大きく成長していく

ことでしょう。これからも子どもたちが安全・安心に学校生活を送ることができるよう教職員も

全力でサポートしてまいります。保護者の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

                  最終下校時刻は１７：００です。 

 

 

 

「秋の交通安全週間が始まりました！家族で交通ルールについて話し合いましょう！」 

 横断歩道を渡るときは信号が青になってから渡りましょう。黄色信号等で無理な横断をして

いませんか。信号のない交差点や横断歩道を渡る場合も車が来ないことを確認してから渡りま

しょう。自転車にも交通ルールがあります。自転車よりも歩行者が優先です。自転車の二人乗

りや並進走行（並んで走る）スマホを見ながら等の「ながら運転」は禁止されています。 

頭部を保護するヘルメットを着用することは兵庫県の条例で定められています。一時停止の

場所では自転車もかならず止まります。交通ルールを確認し、交通事故から自分の身を守って

安心・安全な生活を送りましょう。 

令和６年(2024 年) 

９月 27日 発行 

10 月 西山っ子 ↑ 西山小ホームページ 


